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丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手当の種別 区分 支給額 支給を受ける者 

（略） （略） （略） （略） 

８ 災害応急作業

等手当 

日額 ７１０円 異常な自然現象等に

よる重大な災害が発

生し、又は発生するお

それがある河川の堤

防又は道路等におい

て巡回監視の業務に

従事した職員 

１，０８０円 異常な自然現象等に

よる重大な災害が発

生し、又は発生するお

それがある現場にお

いて応急作業若しく

は応急作業のための

災害状況の調査又は

消防活動等に従事し

た職員 

７１０円 災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３

手当の種別 区分 支給額 支給を受ける者 

（略） （略） （略） （略） 

８ 災害応急作業

等手当 

日額 ９５０円 異常な自然現象等に

よる重大な災害が発

生し、又は発生するお

それがある河川の堤

防又は道路等におい

て巡回監視の業務に

従事した職員 

１，４４０円 異常な自然現象等に

よる重大な災害が発

生し、又は発生するお

それがある現場にお

いて応急作業若しく

は応急作業のための

災害状況の調査又は

消防活動等に従事し

た職員 

９５０円 災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３
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号）第２３条第１項又

は第２３条の２第１

項の規定に基づく災

害対策本部が設置さ

れた本市以外の地方

公共団体に派遣され

た職員で、避難所運営

に係る業務、罹災証明

に係る家屋調査の業

務又はこれらに相当

する業務に従事した

職員 

ただし、次に掲

げる場合にあって

は、当該額にそれ

ぞれ次に定める額

（同一の日におい

て、次の各号のい

ずれにも該当する

ときは、第２号に

定める額）を加算

した額とする。 

(1) 業務が日

没時から日出

号）第２３条第１項又

は第２３条の２第１

項の規定に基づく災

害対策本部が設置さ

れた本市以外の地方

公共団体に派遣され

た職員で、避難所運営

に係る業務、罹災証明

に係る家屋調査の業

務又はこれらに相当

する業務に従事した

職員 

ただし、次に掲

げる場合にあって

は、当該額にそれ

ぞれ次に定める額

（同一の日におい

て、次の各号のい

ずれにも該当する

ときは、第２号に

定める額）を加算

した額とする。 

(1) 業務が日

没時から日出
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時までの間に

行われた場合

 当該額の１

００分の５０

に相当する額 

(2) 業務が著

しく危険であ

ると市長が認

める区域で行

われた場合 

当該額の１０

０分の１００

に相当する額 

時までの間に

行われた場合

 当該額の１

００分の５０

に相当する額 

(2) 業務が著

しく危険であ

ると市長が認

める区域で行

われた場合 

当該額の１０

０分の１００

に相当する額 
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丹波篠山市公告式条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（条例の公布） （条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日

を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日

を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。 

２ 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。 ２ 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。 

３ 電磁的記録による条例の公布は、前項の規定にかかわらず、市の

ウェブサイトに設置した掲示場に掲示して行う。

（規則の公布） 

第３条 前条の規定は、規則の公布に準用する。 

（規則の公布） 

第３条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及

び市長名を記入しなければならない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規則の公布に準用する。 

（規程の公表） 

第４条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、

公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなけれ

ばならない。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規程について準用する。 

（規程の公表） 

第４条 前条の規定は、市長の定める規程で公表を要するものに準用

する。 

（市の機関の定める規則及び規程の公表） （市の機関の定める規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で

公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第１

項中「市長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者」

と読み替えるものとする。 

第５条 第３条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則及

び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、

同条第１項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を

代表する者の氏名」と読み替えるものとする。 
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２ 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を

要するものについて準用する。この場合において、同条第１項中「市

長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、

「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の

印」と読み替えるものとする。 

（削除） 

丹波篠山市財政状況の公表等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（財政状況の公表） （財政状況の公表） 

第４条 財政状況の公表は、丹波篠山市公告式条例（平成１１年篠山

市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に公示してこれを行

う。 

第４条 財政状況の公表は、丹波篠山市公告式条例（平成１１年篠山

市条例第３号）第２条に規定する掲示場に公示してこれを行う。 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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丹波篠山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

丹波篠山市行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例 
丹波篠山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関

し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法により行うことができるようにするための共通する事項

を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運

営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、

情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是

正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために

必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性

の向上、行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向

上に寄与することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

(4)～(10) （略） (4)～(10) （略） 

（電子情報処理組織による申請等） （電子情報処理組織による申請等） 

第３条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の

規定により書面等により行うこととしているものについては、当該

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において

書面等により行うことその他のその方法が規定されているものにつ
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条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報

処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせる

ことができる。 

いては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところ

により、市の機関が定める電子情報処理組織（市の機関の使用に係

る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相

手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことがで

きる。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面

等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規

定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する

条例等の規定を適用する。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等に

ついては、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法に

より行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関

する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市

の機関に到達したものとみなす。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等

は、当該申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものと

みなす。 

４ 第１項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条

例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当

該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置で

あって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることがで

きる。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名

等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を

使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条

例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カ

ード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カードをいう。第８条において同じ。）の利用その他の氏

名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをも

って代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数
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料、使用料その他の収入金（以下「手数料等」という。）の納付の

方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する

方法により行う場合には、当該手数料等の納付については、当該条

例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもって

することができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があ

る場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があ

るものがある場合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処

理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認

められる部分がある場合として規則で定める場合には、当該申請等

のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この

場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われ

た申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。

以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） （電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の

条例等の規定により書面等により行うこととしているものについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、

電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等

を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定

において書面等により行うことその他のその方法が規定されている

ものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定め

るところにより、市の機関が定める電子情報処理組織を使用する方

法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が

当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の市の機関が

定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知 ２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知
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等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例

等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処

分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定す

る方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処

分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を

受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通

知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に

到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、市の機関は、当該処分通知等に関する他

の条例等の規定により署名等をすることとしているものについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることが

できる。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定にお

いて署名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処

理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等について

は、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって市の機関が定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事

情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付す

る必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１

項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著

しく不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場

合には、市の機関が定めるところにより、当該処分通知等のうち当

該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合にお

いて、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処

分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。

以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） （電磁的記録による縦覧等） 

第５条 市の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の 第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において
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規定により書面等により行うこととしているもの（申請等に基づく

ものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわらず、規則

で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る

電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦

覧等を行うことができる。 

書面等により行うことが規定されているもの（申請等に基づくもの

を除く。）については、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関

が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されて

いる事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面

等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規

定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する

条例等の規定を適用する。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた

縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書

面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧

等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） （電磁的記録による作成等） 

第６条 市の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の

規定により書面等により行うこととしているものについては、当該

条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の

作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことが

できる。 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において

書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、当該書面

等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面

等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規

定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する

条例等の規定を適用する。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等

に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみな

して、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用

する。 

３ 第１項の場合において、市の機関は、当該作成等に関する他の条

例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当

該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置で

あって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができ

る。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名

等をすることが規定されているものを第１項の電磁的記録により行

う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわら

ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるも

のをもって代えることができる。 
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（手続等に係る情報システムの整備等） 

第７条 市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用

の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

２ 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用

における安全性及び信頼性を確保するよう努めるものとする。 

３ 市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推

進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努める

ものとする。 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定

は、適用しない。 

(1) 手続等のうち申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面に

より確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る

書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により

当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして市の

機関が定めるもの 

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する

方法により行うことが規定されているもの（第３条第１項、第４

条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うこと

が規定されているものを除く。） 

（添付書類等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他

の市の機関が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等

の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているも

のについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該

申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カード

の利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ市の機関が定

めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該

書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照するこ

とができる場合には、添付することを要しない。 
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（手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） （情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第８条 市長は、少なくとも毎年度１回、市の機関が電子情報処理組

織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等そ

の他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況につ

いて、インターネットの利用その他の方法により公表するものとす

る。 

第９条 市長は、毎年度１回、市の機関が電子情報処理組織を使用す

る方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条

例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況を

取りまとめ、インターネットの利用その他の方法によりその概要を

公表するものとする。 

（委任） （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。 
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丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（印鑑登録証明書の交付申請） （印鑑登録証明書の交付申請） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機（本市の電

子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機

で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。）

で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個

人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の

認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１

項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録され

ているものに限る。）又は移動端末設備（同法第１６条の２第１項

に規定する移動端末設備をいい、同法第３５条の２第１項に規定す

る移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録

媒体が組み込まれたものに限る。）を使用して暗証番号その他必要

な事項を自ら入力することにより、印鑑登録の証明を申請すること

ができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機（本市の電

子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機

で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。）

で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個

人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１

９号）第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カード若しく

は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項

に規定する特定特別永住者証明書（これらのうち、電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１

４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する個人番号カード用

利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）又は移動

端末設備（同法第１６条の２第１項に規定する移動端末設備をいい、

同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電

子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）

を使用して暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより、

印鑑登録の証明を申請することができる。 
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４ （略） ４ （略） 
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丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(17) （略） (1)～(17) （略） 

(18) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医療

保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあって

は、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所得割

を除く。以下同じ。）が課されていない者（市の条例で定めると

ころにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以

下「市町村民税世帯非課税者」という。）であり、かつ、その属

する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行わ

れた月の属する年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月か

ら６月までの間にあっては、前年度）分の地方税法の規定による

市町村民税に係る同法第３１３条第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

条第１項第２２号に規定する各種所得の金額（同法第３５条第２

項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第４

項中「次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあ

るのは「８０万９千円」として同項の規定を適用して算定した総

(18) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医療

保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあって

は、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所得割

を除く。以下同じ。）が課されていない者（市の条例で定めると

ころにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以

下「市町村民税世帯非課税者」という。）であり、かつ、その属

する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行わ

れた月の属する年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月か

ら６月までの間にあっては、前年度）分の地方税法の規定による

市町村民税に係る同法第３１３条第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

条第１項第２２号に規定する各種所得の金額（同法第３５条第２

項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第４

項中「次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあ

るのは「８２万６千５百円」として同項の規定を適用して算定し
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所得金額とし、総所得金額に同法第２８条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、

同条第２項の規定によって計算した金額から１０万円を控除して

得た金額（当該金額が０を下回る場合には０とする。）によるも

のとする。）及び他の所得と区分して計算される所得の金額がな

い者をいう。 

た総所得金額とし、総所得金額に同法第２８条第１項に規定する

給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、同条第２項の規定によって計算した金額から１０万円を控除

して得た金額（当該金額が０を下回る場合には０とする。）によ

るものとする。）及び他の所得と区分して計算される所得の金額

がない者をいう。 

(19) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、そ

の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われた月

が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。）

中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条第２項第１号に規

定する公的年金等の収入額をいう。以下同じ。）及び医療保険各

法の給付が行われた月の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、

同条第２項の規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定による控除

が行われている場合には、その控除前の金額）から１０万円を控

除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）によ

るものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年金等の支

給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第１号に掲

げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする。以下同じ。）の合計額が８０

万９千円以下である者をいう。 

(19) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、そ

の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われた月

が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。）

中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条第２項第１号に規

定する公的年金等の収入額をいう。以下同じ。）及び医療保険各

法の給付が行われた月の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、

同条第２項の規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定による控除

が行われている場合には、その控除前の金額）から１０万円を控

除して得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）によ

るものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年金等の支

給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第１号に掲

げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする。以下同じ。）の合計額が８２

万６千５百円以下である者をいう。 
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（所得等による支給制限） （所得等による支給制限） 

第４条 福祉医療費等は、次の各号に該当するときは支給しない。 第４条 福祉医療費等は、次の各号に該当するときは支給しない。 

(1) 高齢期移行者の福祉医療費については、市町村民税世帯非課税

者でないとき、又は市町村民税世帯非課税者（所得を有しない者

を除く。）であって、医療保険各法の給付が行われた月の属する

年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月から６月まで

の場合にあっては、前々年とする。以下同じ。）中の公的年金等

の収入金額（所得税法第３５条第２項第１号に規定する公的年金

等の収入金額をいう。以下同じ。）及び医療保険各法の給付が行

われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が８０万９千

円を超えるとき、若しくは要介護認定等に係る介護認定審査会に

よる審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第

５８号）第１条第１項に規定する要介護２から要介護５までの要

介護認定を受けていないとき。 

(1) 高齢期移行者の福祉医療費については、市町村民税世帯非課税

者でないとき、又は市町村民税世帯非課税者（所得を有しない者

を除く。）であって、医療保険各法の給付が行われた月の属する

年の前年（医療保険各法の給付が行われた月が１月から６月まで

の場合にあっては、前々年とする。以下同じ。）中の公的年金等

の収入金額（所得税法第３５条第２項第１号に規定する公的年金

等の収入金額をいう。以下同じ。）及び医療保険各法の給付が行

われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が８２万６千

５百円を超えるとき、若しくは要介護認定等に係る介護認定審査

会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省

令第５８号）第１条第１項に規定する要介護２から要介護５まで

の要介護認定を受けていないとき。 

(2) 重度障害者及び高齢重度障害者（以下この号において「重度障

害者等」という。）の福祉医療費については、重度障害者等及び

配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情に

ある者を含む。）並びに重度障害者等の民法（明治２９年法律第

８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者でその重度障害者

等の生計を維持する者（以下この号において「判定対象者」とい

う。）について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医

療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあって

は、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第３１

４条の７、同法附則第５条の４第６項、同法附則第５条の４の２

(2) 重度障害者及び高齢重度障害者（以下この号において「重度障

害者等」という。）の福祉医療費については、重度障害者等及び

配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情に

ある者を含む。）並びに重度障害者等の民法（明治２９年法律第

８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者でその重度障害者

等の生計を維持する者（以下この号において「判定対象者」とい

う。）について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医

療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあって

は、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法附則第

５条の４第５項その他の内閣府令・厚生労働省令で定める規定に
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第５項及び同法附則第７条の２第４項の規定による控除前の同法

第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定

によって課する所得割を除く。）の額（判定対象者が医療保険各

法の給付が行われた月の属する年度の前年度（当該月が４月から

６月までの場合にあっては、前々年度）の１月１日において、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の

市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有した場合（指

定都市の指定等により当該住所地が１月２日から４月１日までの

間に指定都市以外の市町村の区域になったときを除く。）にあっ

ては地方税法第３１４条の３第１項の規定にかかわらず、指定都

市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定

等により当該住所地が１月２日から４月１日までの間に指定都市

の区域内となったときにあっては同法第７３７条の２第１項の規

定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所

を有した場合の例により算定した額）の合計額が２３５，０００

円以上であるとき。 

よる控除前の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法

第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）の額（判定対

象者が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の前年度

（当該月が４月から６月までの場合にあっては、前々年度）の１

月１日において、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１９第１項の市（以下「指定都市」という。）の区域内に

住所を有した場合（指定都市の指定等により当該住所地が１月２

日から４月１日までの間に指定都市以外の市町村の区域になった

ときを除く。）にあっては地方税法第３１４条の３第１項の規定

にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場

合で、指定都市の指定等により当該住所地が１月２日から４月１

日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第７

３７条の２第１項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の

市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額）の合

計額が２３５，０００円以上であるとき。 

（3)・(4) （略） （3)・(4) （略）

２ （略） ２ （略） 
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丹波篠山市火入れに関する条例新旧対照表

現行 改正案 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であって

も、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、

火入れを行ってはならない。 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であって

も、強風注意報、乾燥注意報、林野火災に関する注意報又は火災警

報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれが

あると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報又は火災警報

が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれが

あると認められるとき、強風注意報、乾燥注意報、林野火災に関す

る注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなけ

ればならない。 
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